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   墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 墨田区国民健康保険条例（昭和３４年墨田区条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

 第１５条の４第１号中「１００分の６．０２」を「１００分の６．３０」に改め、

同条第２号中「３万６００円」を「３万２，４００円」に改める。 

 第１５条の１２第１号中「１００分の２．３４」を「１００分の２．１７」に、

「１００分の５７」を「１００分の５６」に改め、同条第２号中「１００分の４３」

を「１００分の４４」に改める。 

 第１５条の１６中「１４万円」を「１６万円」に改める。 

 第１６条の４第１号中「１００分の１．７６」を「１００分の１．７７」に改め、

同条第２号中「１万５，０００円」を「１万５，３００円」に改める。 

 第１６条の５中「１２万円」を「１４万円」に改める。 

 第１９条の２各号列記以外の部分中「１４万円」を「１６万円」に、「１２万円」 

を「１４万円」に改め、同条第１号イ中「２万１，４２０円」を「２万２，６８０円」 

に改め、同号ハ中「１万５００円」を「１万７１０円」に改め、同条第２号中「（当 

該世帯主を除く。）」を削り、同号イ中「１万５，３００円」を「１万６，２００円」 

に改め、同号ハ中「７，５００円」を「７，６５０円」に改め、同条第３号中「３５

万円」を「４５万円」に改め、同号イ中「６，１２０円」を「６，４８０円」に改め、

同号ハ中「３，０００円」を「３，０６０円」に改める。 

   付 則 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第１５条の４、第１５条の１２、第１５条の１６、第１

６条の４、第１６条の５及び第１９条の２の規定は、平成２６年度分の保険料から

適用し、平成２５年度分までの保険料については、なお従前の例による。 


